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振り返り
（平成29年度～令和元年度研究結果の概要等）
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■ レセプトデータ及び健診結果データを用いた歯周疾患と生活習慣病の関連に着目した研究については、平成29年度より

継続して実施しており、本日ご報告の令和２年度研究は４年度目となります。

■ 対象は平成26年度の健診受診者としており、これまでの間における研究結果の概要は以下のとおりです。

【平成29年度研究結果の概要】

・ メタボリックシンドロームの基準に該当した者は、該当しなかった者と比較して翌年度の心筋梗塞を発症する割合が1.6

倍高かった。

・ 「インスリン注射又は血糖値を下げる薬を服用している」と回答した者のうち、歯周治療（歯石除去等）を受けている

者は、治療を受けていない者と比較して、翌年の健診時のHbA1cの値が低かった。

【平成30年度研究結果の概要】

・ メタボリックシンドロームの基準に該当した者、服薬中（血圧、血糖、脂質）の者は、いずれも該当していない者と比

較して、翌２年度に脳梗塞を発症する者の割合が高かった（オッズ比では1.14～1.36）

・ 歯周治療（歯石除去等）を受けている者は、歯科を受診していない者と比較して、翌年の循環器疾患の医療費が低かっ

た。

【令和元年度研究結果の概要】

・ 歯数が少ない地域（残歯数が１～９本の者が多い等）は「南檜山圏域、留萌圏域、釧路圏域、根室圏域」であり、逆に

歯数が多い地域（残歯数が10～19本、20本超の者が多い等）は「札幌圏域、上川中部圏域」であった。また、歯数が少

ない地域は、多い地域と比較して、45歳以上の歯科未受診者の割合が高く、中等度以上の歯科治療（外科手術等）を受け

ている者の割合が高かった。

・ 歯数20本超の者であって、歯周治療を受けている者について、循環器疾患、内分泌系疾患、新生物の医療費が複数年度

に渡り低かった。

・分析対象期間（データ）について、「２年度分（H26～H27）」→「３年度分（H26～H28）」に拡大

・循環器疾患の医療費のデータを研究対象に追加

・分析対象期間（データ）について、「３年度分（H26～H28）」→「４年度分（H26～H29）」に拡大

・分析対象者の居住地（二次医療圏単位）と残歯数の観点を追加 ・疾患別医療費のデータを拡大

2



令和２年度研究結果の概要
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《令和元年度研究結果を踏まえた追加（強化）点》

・分析対象期間（データ）について、「４年度分（H26～H29）」→「５年度分（H26～H30）」に拡大
・平成30年度の健診より、「咀嚼に関する自覚症状（なんでも噛んで食べられる、噛みにくい、ほとんど噛めな
い）」が問診項目に追加されたことに着目し、本データも研究対象に加えた。

【令和２年度研究結果の概要】

《咀嚼の自覚症状の傾向》

・ 年代を問わず、歯数が20本超以上の者については、「なんでも噛んで食べられる」割合が高い。

・ 45歳以上で歯科受診をしていない（１年以上未受診）の者は、「ほとんど噛めない」割合が高い。

・ 45歳以上で「歯周病安定期治療（治療終了後も定期的にメンテナンスを受けること）」を受けていると、「なんでも噛

める」割合が高い。

《疾病別の医療費と咀嚼の関連》

・ 循環器系疾患、内分泌疾患、新生物、腎・泌尿器疾患の医療費については、「咀嚼に問題がある」ことによる医療費の

差は認められなかった。

・ 一方で、呼吸器系疾患の医療費については、「咀嚼に問題がある」と医療費が高かった（35～44歳、65～74歳）

・ 「奥歯を含む義歯装着（9歯以上）」の場合、「咀嚼に問題がある」状態が重なると呼吸器疾患の医療費が高かった。

・ 分析対象期間（データ）の拡大を引き続き図るとともに、新たに以下の観点を加えた研究を実施予定。

① 咀嚼の状態の経年変化に対し、歯科治療及び口腔状態が及ぼす影響度

② 咀嚼の状態の経年変化が、健診結果及び医療費に及ぼす影響度

③ 歯の喪失の原因（因子）について、健診結果から考察

④ 無歯顎（歯が１本も残っていない状態）が医療費等に及ぼす影響度

令和３年度における方針

4



（参考）歯科受診勧奨通知事業 概要と結果
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【目的と背景】
これまでの共同研究結果のうち、「歯周治療を受けた者は翌年以降のHbA1cの値が悪化していない」

等の結果が得られていたことから、歯科未受診かつリスクのある者に対し、早期の歯周治療のメリット
を訴求した個別通知を送付することにより行動変容を促し、糖尿病等の重症化予防や健康度の向上を図
ることとした。

【事業概要】
令和元年度（2019年４月～2020年3月）の、健診結果（健診結果および質問項目）のデータと、保険

証を使って受診されたデータ（レセプト）から、下記①～③のすべてを満たす対象者5,000名を選定し、
令和３年２月26日に個別通知を発送した。
① 健診の質問項目で「かみにくいことがある」「ほとんどかめない」を選択した
② 糖尿病治療に関して下記のいずれか1つ以上該当
・健診の質問項目で「糖尿病の治療中である」を選択した
・健診の結果でHbA1c（血糖値）の数値が高い（6.0以上）
・2019年度のレセプトに糖尿病の病名がある（疑いも含む）

③ 2019年度に歯科受診歴（歯科レセプト）がない

【成果（速報値）】
通知対象者である 5,000人のうち、発送３か月前までに歯科受診済みである者等を除いた4,129人に

ついて、通知発送後３か月間（令和３年３月～令和３年５月）の歯科受診状況をレセプトにより追跡調
査したところ、本通知を契機に歯科初診を確認できた者が212名（5.13％）いた。

【今後の検証】
行動変容をした対象者について翌年以降の健診結果等を得るとともに、歯科受診時の治療段階等につ

いて確認を実施したい。



令和２年度研究結果の詳細



目的・前提・分析対象データ
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●目的

加入者・事業主の行動変容を促すような保健事業および広報等施策の検討および活用を目的に、レセプトデータ及び
健診結果データを用いて、歯周疾患と生活習慣病の関係について北海道支部加入者の傾向を分析する。

●前提

歯周疾患と生活習慣病の関係について検証するため、平成２６～３０年度のレセプトデータ、生活習慣病予防健診・
特定健診データ等を用いて縦断的な検討を行う。対象者は、平成２６年度に生活習慣病予防健診もしくは特定健診を受
けた者とする。
なお、これまでに実施した研究を踏まえ、今年度は問診時の咀嚼に関する自覚症状（なんでも噛める・噛みにくい・

ほとんど噛めない）の観点を追加した。また、歯科受診時における咀嚼の評価指標として、歯科診療行為「歯科口腔リ
ハビリテーション料１」 （有床義歯装着者のうち咬合困難・それ以外）の観点を追加した。医療費については循環器・
呼吸器・内分泌・新生物に加えて腎泌尿器の観点を含めて分析を行った。

●分析対象データ
（すべて匿名加工済み）
・平成２６～３０年度分レセプトデータ
・平成２６～３０年度分健診受診者リスト
・平成２６～３０年度分特定健診（事業者健診）受診者リスト
・平成２６～３０年度分事業所リスト
・平成２６～３０年度分健診質問票リスト
・平成２６～３０年度分居住地郵便番号別加入者基本情報
・平成２６～３０年度分居住地郵便番号別医療費基本情報



方法
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●方法と要件

前年度までの共同研究結果を踏まえた今年度の変更点は以下のとおり。

・咀嚼の自覚症状の観点から、各要因を比較した。（χ²検定）

咀嚼の自覚症状別でみた、健診結果や歯科受診状況等の各要因を比較した。

・有床義歯（＝歯の喪失者）の者の咬合状況から、各要因の影響を検討した。 （χ²検定）

歯科口腔ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ1の算定状況から、咬合状況別（咬合困難またはそれ以外）でみた、健診結果や歯科受診状況等の各要因を比較した。

・医療費（循環器疾患、呼吸器疾患、内分泌疾患、新生物、腎・泌尿器）の観点から、各要因の影響を検討した。

対象者の医療費（循環器疾患、呼吸器疾患、内分泌疾患、新生物、腎・泌尿器）について、各要因ごとに医療費増加・医療費抑制の要素を
検討した。疾患の分類は社会保険表章用疾病分類（国際疾病分類：ICD10準拠）による。

（前年度と同一要件）
・歯周治療のレセプトがある場合は「歯周算定あり」、歯周治療がなく再診・初診のレセプトがある場合は「歯周算定なし」、
どちらもない場合は「歯科受診なし」とした

・歯周治療の段階について：スケーリングとは、一般的に歯の表面の汚れを除去することを指す
SRPとは、一般的に歯と歯茎の間の深部部分の汚れを除去することを指す
歯周外科治療とは、一般的に局所麻酔のもと歯茎を切開し汚れや感染組織等を除去し縫合することを指す
SPTとは、一般的に歯周組織の安定性を維持することを指す

・「歯周基本検査」及び「歯周精密検査」の算定状況から、歯数（1-9本／10-19本／20本以上）の観点を得た

前年度まで 令和２年度共同研究（今年度）

咀嚼の自覚症状の観点 なし なんでも噛める／噛みにくい／ほとんど噛めない

有床義歯の観点 なし 咬合困難／それ以外

医療費の観点
循環器疾患、呼吸器疾患、内分泌疾患、
新生物

循環器疾患、呼吸器疾患、内分泌疾患、新生物、腎・泌尿器疾患



定義／基礎データ
機密性2
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●対象基礎データ●定義



結果概要①
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●咀嚼状況（自覚症状）に問題のある者の特徴（H30）



結果概要②
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●咀嚼状況（自覚症状）別の歯数ごとの割合（H30） ●咀嚼状況（自覚症状）別の年齢構成ごとの割合（H30）

●年代を問わず、20本以上歯があるとなんでも噛
める人が多い

●歯の本数を問わず、45～64歳で噛みにくい人が
多い



結果概要③
機密性2
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●咀嚼状況（自覚症状）別の歯科受診状況（H30）

●45～64歳、65～74歳で歯科受診していない
と、ほとんど噛めない割合が多かった。



結果概要④
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●咀嚼状況（自覚症状）別の定期通院の有無（H26～H29）

●定期通院をしていない人では、噛みにくい／ほとんど噛めない人
が多かった。
●定期通院をしている人では、なんでも噛める人が多かった。

●咀嚼状況（自覚症状）別の歯周治療の分類（H30）

●45歳以上で、歯周治療（SPT）を受けていると、なんでも噛める人が多かった。



結果概要⑤
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●咀嚼状況（自覚症状）別の定期通院（H26～H29）の頻度と歯科口腔ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ1の状況（H30）

●H26～29年に定期通院がなく、H30年
で初めて歯リハ（困難）の算定があると、
ほとんど噛めない人が多かった。
●定期通院をしている場合、困難・単純
の間で、ほとんど噛めない人に差はな
かった。

●咀嚼状況（自覚症状）別の歯科口腔ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ1の状況（H30）

●45歳以上で、歯リハ1の「困難」の算定があると、噛みにくい／ほとんど噛めない人が多かった。



結果概要⑥-1
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●医療費に各要因が及ぼす影響（重回帰分析）

＜循環器疾患＞ ＜内分泌疾患＞

●循環器疾患、内分泌疾患の医療費に関して、
咀嚼に問題（噛みにくい・ほとんど噛めない）があることに対する有意な差はみられなかった



結果概要⑥-2
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●医療費に各要因が及ぼす影響（重回帰分析）

＜新生物＞ ＜腎・泌尿器疾患＞

●新生物、腎・泌尿器疾患の医療費に関して、
咀嚼に問題（噛みにくい・ほとんど噛めない）があることに対する有意な差はみられなかった



結果概要⑥-3
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●医療費に各要因が及ぼす影響（重回帰分析）

＜呼吸器疾患＞ ＜呼吸器疾患・歯リハ1算定有無と算定内容別＞

●呼吸器疾患に関しては、咀嚼に問題があると医療費が高かった（35～44歳、65～74歳）
●歯リハ１「困難」であり、咀嚼に問題があると呼吸器疾患の医療費が高かった



結果のまとめ（特徴的なポイントを抜粋）
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【咀嚼の自覚症状の傾向】
・ 年代を問わず、20本以上歯がある（喪失歯が少ない＝残歯が多い）と「なんでも噛める」人が多い
・ 歯の本数を問わず、45～64歳で「噛みにくい」人が多い
・ 45歳以上で歯科受診をしていない（1年間未受診）と「ほとんど噛めない」人が多い
・ 定期通院（毎年1回以上の歯科受診）をしていないと「噛みにくい」「ほとんど噛めない」人が多い
・ 定期通院（毎年1回以上の歯科受診）をしていると「なんでも噛める」人が多い
・ 45歳以上でSPT（歯周病安定期治療）を受けていると「なんでも噛める」人が多い

【有床義歯の者（＝歯の喪失あり）の咬合状況による傾向】
・ 45歳以上で、歯リハ1「困難」（入れ歯無しでは奥歯が噛み合わない状態）の場合、「噛みにくい」
「ほとんど噛めない」人が多い

・ H26～H29に定期通院（毎年1回以上の歯科受診）をせずに、H30に初めて歯リハ1 「困難」の場合
「ほとんど噛めない」人が多い

・ H26～H29に定期通院（毎年1回以上の歯科受診）をしている場合、「困難」と「単純」の間で、
「ほとんど噛めない」人に差はない

【疾患別の医療費と咀嚼の関連】
・ 循環器疾患、内分泌疾患、新生物、腎・泌尿器疾患の医療費に関して、咀嚼に問題（「噛みにくい」
「ほとんど噛めない」）があることによる差はみられない

・ 呼吸器疾患の医療費について、咀嚼に問題があると医療費が高い（35～44歳、65～74歳）
・ 呼吸器疾患の医療費について、歯リハ1 「困難」で咀嚼に問題があると医療費が高い



考察及び令和２年度の研究方針（予定）
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【考察】
■ 残歯数が保たれている（20本以上）こと、定期通院をすること、歯周治療（SPT）を受けているこ
とで、咀嚼に関し「なんでも噛める」状態を維持できる可能性が示唆された。
■ 咀嚼について「なんでも噛める」状態を維持することで、呼吸器疾患に関する医療費を削減できる
可能性が示唆された。また、有床義歯（歯の喪失）があり噛み合わせが困難なケースについて、咀嚼で
「ほとんど噛めない」状態が重なると呼吸器疾患に関する医療費が高くなるため、その状態になる前の
ケアについて対策を取ることを検討できる。
⇒引き続き、特定保健指導やデータヘルス計画の推進を図る。
⇒広報事業等、機会をとらえて引き続き歯科受診の重要性及び早期治療を訴えていく。
⇒令和２年度に実施した「歯科受診勧奨通知事業」（咀嚼に自覚症状があり、かつ糖尿病治療を受
けている被保険者への歯科受診勧奨）についても、今後効果測定を実施し広報等の補強を行う。

【令和３年度の共同研究の方針】
■ 本結果で対象とした項目については、経年比較を行う観点から引き続き実施する。
■ 更には、新たな観点として
① 咀嚼の状態の経年変化に対し、歯科治療および口腔状態が及ぼす影響を検討する
② 咀嚼の状態の経年変化が、健診結果および医療費に及ぼす影響を検討する
③ 歯の喪失が起こる因子（健診結果等）を検討する
④ これまでは残歯の観点は含んでいたが、無歯顎の観点が無かったため、これを加えて検討する
の４点を実施したい。


